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導入店契約書 

 

 株式会社Ｍｉｎｅｒｖａ（以下「甲」という。）、                     （以

下「乙」という。）及び 株式会社ビューティガレージ（以下「丙」という。）は、以下のとおり合意

し、この契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第１条（導入店の指定） 

１ 甲は、乙を、別紙１に記載する甲の製品（以下「本製品」という。）の導入店に指名し、乙は当該

指名に同意し、これを引き受けるものとする。甲は、いつでも、その裁量により、別紙１の本製品

を追加、変更することができる。 

２ 乙が本製品を使用することができる店舗は、後記乙欄に記載のある店舗（以下、「本件店舗」とい

う）のみとする。乙が他の店舗における本製品の使用を希望する場合は、甲乙間において別途契約

締結の必要がある。乙は、甲の事前の書面による同意なく、自ら又は第三者をして、本製品を同店

舗外にて使用、販売してはならない。 

３ 乙は、本製品を、他のエステサロン・クリニック等本件店舗の事業と競合する第三者に転売して

はならない。 

４ 乙は、本製品を使用するに際し、甲又は丙の実施する講習の内容に従うものとして、異なる施術

を行わないものとする。 

５ 乙（クリニックの場合）は、本製品のうちＬＨＡＬＡＬＡフィル使用後に甲以外のパックを使用

する場合は、同パックの成分について甲に相談しなければならない。乙が、甲に相談することなく

甲以外のパックを使用した場合、甲は何らの責を負わないものとする。 

第２条（当事者の関係） 

  甲乙丙間の関係は、相互に独立した関係であり、甲が乙及び丙に対し、明示又は黙示たるを問わ

ず、いかなる目的のためにも、いかなる代理権も付与するものではない。 

第３条（個別契約） 

１ 本契約は、甲と乙との間で締結される本製品についての全ての売買契約（以下「個別契約」とい

う。）に対して適用される。 

２ 個別契約において本契約と異なる条項を定めた場合は、個別契約の定めが優先されるものとする。 

３ 個別契約は、乙が、書面又は電子メールにより甲に発注し、甲がこれを承諾する旨の内容が記載

された書面又は電子メールを発送して乙に到達した時に成立する。 

第４条（競合品の取扱い） 

  本契約の有効期間中、乙は、本製品と同一、同種又は類似の製品若しくは競合する製品について、

取り扱うことを禁止されないものとする。 

第５条（価格） 

１ 丙から乙への本製品の販売価格（以下「販売価格」という。）は、別紙１のとおりとする。 

２ 乙は、本製品を本件店舗の顧客に使用、販売する際の価格を、自らの判断と責任の下で決定でき

る。ただし、適切な価格で販売するよう配慮しなければならない。 

３ 丙は、製造原価・市場動向等を勘案して、いつでも、その裁量により、本製品の販売価格を変更

することができるものとし、その場合、丙は、新たな価格を適用する２か月前までに乙に通知する。 

４ 前項の規定にかかわらず、丙の責に帰することができない事由（自然現象、国・行政機関の行為、
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仕入れ先の取扱い中止など第三者の行為その他丙の外部から生じた要因であり、かつ、丙が防止の

ために相当の注意をしても防止し得ない事由をいう。以下同じ。）により製造、輸送その他本製品の

調達に要する費用が著しく増大した場合、丙は乙に通知の上、直ちに新たな販売価格を適用するこ

とができる。 

５ 個別契約成立後であっても、丙の責に帰することができない事由により、本製品の納品ができな

くなった場合には、丙は乙に対して責任を負わない。丙が、個別契約に定める期日以降に本製品の

納品が可能である場合は、第１７条の規定による。 

第６条（支払方法） 

  乙は、個別契約の成立後５日以内に、丙が指定する銀行口座に振り込む方法で支払うものとする。

なお、振込手数料は乙の負担とする。 

第７条（検査） 

１ 乙は、本製品の受領後、速やかに、乙の定める検査方法により本製品の検査を行う。 

２ 本製品が契約の内容に適合しないとき（ただし、本製品の梱包資材の破損又は変形等を除く。）、

又は数量が不足するときは、丙は無償にて代替物との引き替え、又は不足分の納入をし、丙の費用

で不適合品の引取りを行うものとする。なお、本製品は輸入商品であるため、梱包資材の破損等に

関して乙は受け入れ、異議を述べない。 

３ 乙は、本製品が、丙による検品及び商品ラベル貼付作業等を実施後に、丙が乙に納品するもので

あることから、本製品が開封状態で乙に納品されることを了承し、異議を述べないものとする。 

４ 本製品の所有権は、乙による本製品の検査が終了した時点で乙に移転する。乙が本製品を受領し

た後、所有権が移転する前に、乙の責めに帰し得ない事由により、本製品の全部又は一部が滅失又

は損傷した場合における危険は乙が負担する。 

５ 乙が個別契約に基づかず本製品を取得した場合、丙は、同製品に起因又は関連して生じた損害に

つき何らの責を負わず、何らの保障もしないものとする。 

第８条（講習） 

１ 丙は、乙に対し、後記の日時において、本製品の使用方法等に関する講習を実施する。 

２ 丙は、前項の講習の日の７日前から、乙に対し、本製品の使用に関する練習動画を配信し、又は

教材等を発送する。 

３ 丙は、第１項の講習の日の７日前以降は、本契約又は個別契約が解除されたとしても、乙に対し

て一切の返金をしないものとする。 

第９（情報交換） 

  乙は、本製品の販売活動を通じて得た本製品の市場動向、販売傾向、顧客、ニーズ等に関する情

報を、定期的に甲に対して報告する。 

第10条（守秘義務） 

１ 甲、乙及び丙は、本契約の存在及び内容、並びに本契約の締結及び履行に関連して知り得た相手

方の技術上又は営業上の情報（丙が乙に対して配信又は配布した動画及び教材等の資料を含む。以

下、併せて「秘密情報」という。）を、次項に定める場合を除き、相手方の承諾を得ない限り、第三

者に開示し、若しくは漏洩し、又は本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、以下の各号

のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。 

(１) 開示を受けた時に既に保有していた情報 

(２) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 
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(３) 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報 

(４) 開示を受けた時に既に公知であった情報 

(５) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報 

２ 前項の規定は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。 

(１) 情報を受領した者が、自己若しくは関係会社の役職員又は弁護士、会計士、税理士等法律に

基づき守秘義務を負う者に対して、自己と同様の義務を負わせることを条件に、必要最小限の範

囲で秘密情報を開示する場合 

(２) 適用のある法令等又は金融商品取引所規則の定めに従って開示する場合 

(３) 裁判所、行政機関又はその他の政府機関の命令又は要求に基づいて秘密情報を開示する場合 

３ 甲、乙又は丙は、前項第２号又は第３号の規定に基づき秘密情報の開示を義務付けられた場合に

は、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。 

４ 本条の規定は、本契約の終了後も３年間効力を有するものとする。 

第11条（複製等の禁止） 

１ 乙は、丙による事前の書面による承諾を得ない限り、秘密情報を複製、転載及び改変（以下「複

製等」という。）をしてはならない。 

２ 前項の規定に基づき、乙が丙の書面による事前の承諾を得て、秘密情報を複製等した場合、複製

等した情報も秘密情報に含まれるものとする。 

第12条（撮影の禁止） 

  乙は、丙が乙に対して本製品の使用方法及び説明方法等の講習をする様子（教科書及び資料等の

講習において使用する物を含む。）を、写真撮影、動画撮影及び録音をしてはならない。 

第13条（HP掲載の許可） 

  乙は、甲の書面による事前の承諾を得ない限り、乙が本製品の導入店であることを第三者に口外

（ホームページへの掲載を含む。以下、本条において同じ。）してはならない。 

  乙は、乙が本製品の導入店であることを、甲が第三者に口外することにつき同意する。 

第14条（解除） 

  甲、乙又は丙がその債務を履行せず又は本契約の各条項のいずれかに違反した場合、その相手方

は、民法の定めに従い、本契約の解除をすることができる。この場合、甲、乙又は丙は、解除によ

って相手方が被った損害の一切を賠償するものとする。 

第15条（期限の利益の喪失） 

  甲、乙及び丙は、次の各号の事由のいずれかに該当した場合には、本契約に基づく自らの債務に

ついて、何らの催告を要することなく、当然に期限の利益を失う。 

(１) 本契約若しくは個別契約に基づく債務を履行せず、又は本契約若しくは個別契約の定めの１

つにでも違反したとき 

(２) 支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始

の申立てがあったとき 

(３) 合併によらず解散したとき 

(４) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは任意競売の申立て、又は租税等の滞納処分を

受けたとき 

(５) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

(６) その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき 
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第16条（契約終了後の効果） 

１ 事由のいかんを問わず、本契約が終了したときは、乙は直ちに本製品の販売、販売促進、広告宣

伝等の一切の活動を中止するものとし、以後、甲の導入店である旨を表示してはならない。ただし、

乙は、本契約の終了前に成立した個別契約に基づく本製品については使用、販売を継続することが

できる。 

２ 事由のいかんを問わず、本契約が終了したときは、乙は直ちに、本製品に関して甲から受領した

一切の資料及びデータを、甲及び丙の指示に従い返還又は廃棄するものとする。 

第17条（期間） 

１ 本契約の有効期間は、締結日から３年間とする。ただし、有効期間満了の３か月前までに、甲乙

丙いずれからも相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、更に

１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

第18条（譲渡禁止） 

  甲、乙及び丙は、本契約の契約上の地位並びに本契約から生じる権利又は義務の全部又は一部を

相手方の書面による了解なしに第三者に譲渡してはならない。 

第19条（合意管轄） 

  本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

第20条（不可抗力） 

  個別契約の成立後、甲の責に帰することができない事由により、個別契約に定める期日までに丙

が本製品を引き渡すことができないときは、丙は、乙に対し、その理由を明示して相当と認められ

る期日の変更を請求することができる。 

第21条（協議） 

  甲、乙及び丙は、本契約に定めのない事項及び本契約書に関する解釈上の疑義については、誠実

に協議の上、解決するものとする。 

 

 本契約の成立を証するため、本書３通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  

甲 東京都渋谷区恵比寿西1-7-13 

  株式会社Ｍｉｎｅｒｖａ 

  代表取締役 五町里絵 

 

乙 本店所在地： 

 

 

  会 社 名： 

 

 

  代 表 者 名： 
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丙 本店所在地： 

 

 

  会 社 名： 

 

 

  代 表 者 名： 

 

 

第１条２項の「本件店舗」に該当する店舗 

 店 舗 名： 

 

 

 店舗所在地： 

 

 

別紙１ 

 

⑴  「ＬＨＡＬＡＬＡフィル」 ３万８５００円 

⑵  「ＬＨＡＬＡＬＡジェルマスク」 ３５００円 

⑶  「ＬＨＡＬＡＬＡフォームクレンザー」 ７７００円 

⑷  「筆（クレンザー用」」 １１０００円 

⑸  「筆（フィル用）」 ５５００円 

⑹  「ＬＨＡＬＡフィット」 ７０００円 

 

※ いずれも税別価格 

以上 


